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（午後 ４時００分 開会） 

○宮澤地域医療構想担当課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１１回

東京都地域医療構想策定部会を開会いたします。  

  委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとう

ございます。議事に入りますまでの間、私、医療政策部地域医療構想担当、宮澤が進行

役を務めさせていただきます。着座にて失礼いたします。  

  まず初めに、委員の変更がございましたので、ご紹介させていただきます。  

  東京都市福祉保健主管部長会より、東大和市福祉部長の吉沢委員です。  

  西多摩郡町村保健衛生課長会より、檜原村福祉けんこう課長の久保嶋委員でございま

す。  

  委員の出欠状況でございますが、河原委員より、遅れてお見えになるとのご連絡をい

ただいております。  

  なお、本日は、オブザーバーといたしまして、東京都保健医療計画推進協議会の橋本

座長にご出席いただいております。  

  続きまして、本日の資料でございます。資料１から資料３と、過去の資料をつづりま

した青色のファイル、東京都保健医療計画の冊子を置かせていただいております。議事

の都度、落丁等ございましたら事務局にお申しつけください。  

  本日の会議でございますが、東京都保健医療計画推進協議会設置要綱第９に基づきま

して、会議、会議録及び会議に係る資料につきましては公開となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。  

  また、ご発言の際には、マイク下の赤いボタンの操作をお願いいたします。  

  では、議事に先立ちまして、医療政策担当部長、矢沢より一言ご挨拶申し上げます。  

○矢沢医療政策担当部長 きょうで１１回目の部会ということで、４月から長い間ありが

とうございます。私は７月からの参加でございましたが、毎回、毎回、心温かいご意見

を賜りまして、心から感謝しております。また、素案の策定に当たりましては、４章、

５章の施策について、たくさんのご意見を頂戴いたしました。心よりお礼申し上げます。

ほとんど本文のほうに、書き方はどうあれ記載をさせていただいたつもりでおりますが、

今から申し上げます２点については記載をしておりませんので、あらかじめご了承いた

だきたいと思います。  

  まず１点目でございます。保健医療計画に記載しておりますこと、また、あるいは今

後議論をして記載していくものについては、まだ載せる時期ではないということと、載

っていて重なっていることということで、今回の中には課題として残すのみとし、記述

としては書かせていただいていないということでございます。  

  それから、２点目でございます。これは東京都あるいは国の制度に対する要求でござ

います。制度要求はさまざまな手続が必要でございまして、課題としては取り上げるこ

とができますが、やりますという結論にはなかなか達しないものでございます。また、
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国への制度については提案要求という国との仕組みがございまして、そちらに載せるこ

ととさせていただきまして、今回、記載はしておりません。項目としては四つか五つだ

ったと思うのですが、該当する先生方には本当に申しわけありませんが、そういった事

情でございますので、何とぞご了承いただきますようによろしくお願いいたします。  

  きょう、この後、素案をごらんいただきましてご意見をいただき、親会であります保

健医療協議会にかけていくことになります。どうぞ最後まで忌憚のないご意見をいただ

きますようによろしくお願いいたします。  

  以上でございます。  

○宮澤地域医療構想担当課長 それでは、これからの進行を猪口部会長にお願いいたしま

す。  

○猪口部会長 皆様、お忙しいところを何度も何度もお集まりいただきまして、１１回目

を重ねてまいりました。どうやらきょうでこの素案をつくり上げて、この策定部会は一

応終了という段取りになっています。ただ、どうなるか、意見が紛糾したりなんかした

場合にはどうなるかまだよくわかりませんけれども、そういう予定になっております。

それで、非常に分厚い東京都地域医療構想（案）というものがお手元にあると思います

が、これをきょうは説明していただきまして、そして皆様からご意見を賜ると、そして

それを、でき上がったものを保健医療計画推進協議会のほうにご提出、上程して、そち

らで話し合っていただくと、そういう段取りの中で、きょうは素案をつくり上げるとい

うことになっております。  

  では、長くありますので、１から３章と、それから４章、５章に分けて説明をいただ

きまして、その都度ちょっと議論をしていきたいと思っております。  

 では、事務局のほうから、１から３章までの説明をお願いいたします。  

○宮澤地域医療構想担当課長 それではご説明させていただきます。  

  まず資料２、東京都地域医療構想（案）の概要版をごらんください。Ａ３の資料でご

ざいます。資料左上、まず策定の背景を記載してございます。  

  それに続きまして、第１章、地域医療構想とはでございます。まず、この構想がどう

いうものであるかを記載しております。都民、行政、医療機関、保険者など、医療・介

護・福祉等に関わる全ての人が協力して、将来にわたって医療提供体制を維持・発展さ

せ、グランドデザインとして掲げる「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせ

る『東京』」を実現するための方針となるものであることを記載してございます。また、

記載事項といたしまして、医療法で記載をすることとされている２点につきまして、ま

た、一番下でございますが、策定プロセスといたしまして、策定に当たっては、本部会

に加えまして区市町村や保険者との意見交換、さらに、意見聴取の場を開催いたしまし

て、地域の関係者の声を十分に反映できるよう進めてきた旨、記載をしております。  

  資料の右側、第２章、東京都の現状と平成３７年の姿でございます。まず、東京都の

特性といたしまして、①高度医療提供施設の集積から、⑧高齢者単独世帯が多いことの
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八つの特性を挙げた上で、こうした地域特性や、がん、急性心筋梗塞、脳卒中等の疾患

の特徴に応じた患者の受療動向が見られることについて記載をしております。また、将

来推計でございますが、右側のグラフをおつけしてございますけれども、高齢者人口の

増加によりまして医療需要の増加が見込まれる中、将来推計につきましては、都民の受

療動向や他県との患者の流出入の状況が、今後も続くとの予測の下に推計をいたしまし

た平成３７年の病床数の必要量等を右下に記載しております。東京都全体の表の下に、

構想区域別の内訳を記載してございます。資料の一番下でございますが、この必要量等

は、あくまでも推計値で、将来推計や療養病床のあり方、今後の病床稼働率の状況等に

よって変化する可能性があるため、あくまでも推計値であって、病床の整備は、構想策

定後も基準病床数制度により実施し、必要な医療の確保を図る旨、記載をしてございま

す。  

  続いて、２枚目をごらんください。第３章、構想区域でございます。東京都における

構想区域は、以下の１３区域とし、「病床整備区域」と呼称すること。１３区域のマッ

プの下になりますが、必要な病床の整備、さらには、地域における病床の機能分化及び

連携を推進するための単位でありますことから、構想区域ごとに、「地域医療構想調整

会議」を設置し、地域医療構想の実現に向けて、地域に不足する医療機能の確保等につ

いて協議する旨、記載をしております。また、構想区域の状況でございますが、１３区

域ごとに①から⑧までの各種分析データ、また、区域ごとの現状や課題など、意見聴取

の場等で出された主な意見などを記載いたします。第３章の最後に、事業推進区域を柔

軟に運用していく旨、記載をいたします。  

  資料の右側、第４章、東京の将来の医療～グランドデザイン～でございます。これま

で、第４章には将来の医療の姿と四つの基本目標のみを記載することとしておりました

が、その下のあるべき医療提供体制の実現に向けた取組といたしまして、四つの基本目

標の達成に向けた課題と取組の方向性につきましても、続けて記載するほうがわかりや

すいことから、５章から移行するものでございます。  

  最後に、第５章、果たすべき役割と東京都保健医療計画の取組状況でございます。ま

ず、果たすべき役割では、この地域医療構想は、医療・介護・福祉等に関わる全ての人

が協力し、実現に向けて取り組むものでありますことから、構想策定により新たに生じ

たそれぞれの役割を記載いたします。最後に、東京都保健医療計画の取組状況、これは

東京都保健医療計画に追補する事項として記載する予定であったものでございます。現

行の保健医療計画策定以降の新たな取組等につきまして、課題をグランドデザインの四

つの基本目標と対応させて記載しております。  

  それでは、続きまして、資料の３、本文をごらんいただきたいと思います。ポイント

部分についてご説明をさせていただきます。  

  ２ページをお開きいただきまして、第１章の冒頭部分をごらんください。まず、日本

は、高い医療水準と、国民皆保険などの社会保障制度に支えられ、世界有数の長寿国家
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になったことの現状。今後、医療・介護サービス需要の増大に対応し、持続可能な社会

保障制度を将来の世代へ伝えられるよう、「医療介護総合確保推進法」が公布され、医

療法等が改正されたことについて記載した上で、今回、策定する地域医療構想がどうい

うものかについて、医療、介護、福祉などに関わる全ての人が協力し、将来にわたって、

医療提供体制を維持・発展させていくための方針となるものである旨、記載をしており

ます。  

  続いて、がんと、がん以外の東京の地域特性を踏まえた受療動向の現状等に触れた上

で、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築や、医療、介護人材がライフステ

ージに応じて働き続けられる環境づくり等が求められている状況にあることから、東京

都地域医療構想には、グランドデザインとその実現に向けた四つの基本目標を掲げたこ

と。今後、四つの基本目標の達成に向け、医療・介護サービスの連携、その他の施策と

も連動して構想を着実に推進し、「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる

『東京』」の実現を目指すことを記載しております。  

  続きまして、５ページをお開きください。４、策定後の取組でございます。地域医療

構想は策定がゴールではなく、スタートラインとなるものでございます。策定後には、

東京都地域医療構想調整会議を設置し、地域に不足する医療や課題などについて議論し

ていくこと、二つ下でございますが、東京都保健医療計画推進協議会等におきまして、

構想の実現に向けた取組の進捗状況の管理や評価を定期的に実施していくことを記載し

てございます。  

  続きまして、１０ページをお開きください。第２章、東京都の現状と平成３７年の姿

でございます。こちらは１２ページにかけまして、東京の八つの地域特性を記載してお

りまして、グラフや資料等を追加してございます。  

  続いて、１３ページをお開きください。東京の地域特性に応じた患者の受療動向が見

られることにつきまして、機能別、疾患別の状況に流出入の資料を追加しております。

また、これに加えまして、１５ページ下段に、③高齢者の受療動向を追加しております。

高齢者は、他の世代と比較して、身近な地域で入院している傾向にある旨、記載をして

ございます。  

  １６ページには、４機能別に総人口と７５歳以上を比較したグラフを掲載しておりま

す。  

  １８ページをお開きください。２、東京の保健医療の現状でございます。  

  １９ページには、病床機能報告結果といたしまして、上段には２７年度の医療機能別

病床数、下段には、部会でもご意見として挙がっておりました病床稼働率につきまして、

平成２６年度のデータを用いまして掲載しております。左側の濃いほうが東京都となっ

てございます。  

  続いて、２３ページをお開きください。③医師、歯科医師等の従事者数の中ほどに、

医師、歯科医師の医療施設従事者数の男女比のグラフを掲載しております。医師、歯科
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医師につきましては、いずれも女性の割合が全国と比較して高く、特に、比較的若い世

代で女性の割合が高くなっていることについて記載をしております。  

  続いて、２７ページをお開きください。（２）将来の病床数の必要量でございます。

①「推計ツール」における推計値では、将来の病床の機能区分ごとの医療需要は、国が

示す計算式により推計しており、その基本的な考え方を整理し、記載しております。  

  また、２８ページ、２９ページにおきまして、推計方法をわかりやすくした資料を掲

載しております。  

  続いて、３０ページの一番上でございます。この推計は、国から提供された推計ツー

ルを用いまして、患者住所地ベース、流出入を反映した医療機関所在地ベースの二つの

医療需要を算出いたしまして、この二つの説明に続きまして、患者数と病床数の推計を

記載しております。  

  さらに、３２ページには、患者数を病床稼働率で割り返した病床数の構想区域別内訳

を掲載しております。  

  ３３ページをごらんください。②都道府県間の流出入にかかる基本的な考え方には、

国から示された調整方法をもとに協議を行い、その結果について、３４ページ中段に流

出入分のみを、その下の③都における平成３７年の病床数の必要量等におきまして、流

出入分を反映した必要量を、３５ページには、構想区域別の内訳を記載しております。  

  ３６ページをお開きください。必要量にかかる都としての考え方を記載しております。

一番上、この必要量は、あくまでも推計値であり、網かけ部分に記載をいたしますさま

ざまな要因により影響を受けることに留意する必要があること。その要因として、その

下の将来人口から医療技術の進歩まで、主な今後の変動要因を挙げております。例えば、

療養病床では、入院受療率の地域差を縮減すること、医療区分Ⅰの７割を在宅医療等で

対応することを前提に推計していること、また、介護療養病床は平成２９年度末に廃止

が予定され、現在、今後の在り方について議論が行われており、その影響を踏まえた検

討が必要なこと。また、患者の受療動向は他県の医療機関の新設等の状況によっても変

化する可能性があること。病床稼働率は、医療機関の取組によって変動する可能性があ

ることなどについて記載をしております。このため、この必要量は、あくまでも推計値

であって、３６ページの下段でございますが、病床の整備につきましては、区市町村の

意見や、病床機能報告の結果などを参考にしながら、法令等に準拠して基準病床数を定

め、地域に必要な医療の確保を図っていく旨、記載をしております。  

  ３７ページには、療養病床の在り方につきまして、国の在り方検討会を踏まえた検討

状況、３８ページには、国の検討状況や都内の療養病床の実態を踏まえ、今後の慢性期

機能のあり方について検討していく必要があること、一番下になりますが、療養病床を

有する医療機関の状況や入院患者の状態など、詳細な実態把握を行い、必要な病床等の

確保を進めていくことについて記載をしております。  

  ３９ページをごらんください。イ、平成３７年の在宅医療等の必要量には、都全体と
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構想区域別内訳を記載しております。構想区域別の表の下に、在宅医療等の必要量につ

いても、あくまで推計値である旨、記載をしております。  

  ４４ページをお開きください。第３章、構想区域でございますが、４５ページをごら

んください。２、地域医療構想調整会議でございます。構想区域ごとに設置をするもの

でありますことから、調整会議を第３章に記載いたします。調整会議の参加者は、構想

の趣旨や調整会議の意義を十分理解して、各種データをもとに、現状と課題を共有しな

がら、具体的な対応策について話し合っていくこと。東京都保健医療計画推進協議会の

下に、「地域医療構想調整部会（仮称）」の設置を検討すること。保健医療計画推進協

議会等において、構想の実現に向けた取組の進捗管理や評価を行うことについて記載を

しております。  

  ４６ページをお開きください。３、構想区域の状況でございます。１３の構想区域ご

との状況につきまして記載をいたします。区中央部を例にご説明をいたします。  

  主な変更点でございますが、５２ページでございます。人口・高齢化率の推移のグラ

フの下でございますが、高齢者のみ世帯の状況を追加してございます。  

  また、５４ページでございますが、下段に、主要疾患別に見ました患者の伸び率と自

構想区域完結率のグラフを追加してございます。がんから大腿骨骨折について、全人口

と、７５歳以上とを比較したグラフを掲載してございます。  

  続いて、５５ページでございます。上段に⑦平成３７年度病床数の必要量等を掲載し

てございます。  

  大きく飛びますが、１５３ページをごらんください。４、疾病・事業ごとの医療提供

体制でございます。東京は、さまざまな医療連携の取組が進められており、自主的な取

組を尊重しつつ、疾病・事業ごとの切れ目のない医療連携システムの構築を図っている

こと、周産期、小児、精神の取組例を挙げた上で、医療連携の推進に当たっては、これ

まで培われてきた連携体制を基盤としつつ、患者の受療動向や医療資源の分布状況に応

じた事業推進区域を柔軟に運用することにより、連携に不可欠な医療情報の共有化を進

めていく旨、記載をしてございます。  

  前半の説明は以上でございます。  

○猪口部会長 はい、どうもありがとうございました。  

  相当なボリュームを一気に説明して、皆さん、ついて来られたかどうか、ちょっと疑

問でありますが、事前に資料が送られているということで、目を通されているという前

提の話で進めていきたいと思います。  

  まず、今のお話で、この１から３章までのところで、この書きぶりに質問があるとか、

それから疑問があるとか、そういうようなところがございましたらどうぞ。  

  では、皆さんが考えている間に私のほうからもちょっと質問させていただきます。  

  まず、２ページですね、真ん中のところで医療、介護人材がライフステージに応じて

働き続けられる環境づくりが求められていますというのは、これは人材確保のところの
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課題で出ているように、例えば若い世代が子育てからまた復帰するとか、女性のそうい

うライフステージ、それから、年を重ねてきて、その６０歳、６５歳とか、そういう定

年ぐらいのところのイメージを、その働いている人たちのイメージなのか、それとも、

介護なり医療を受けるライフステージなのか。これは、この文章で見ると働いているほ

うの、人材側のほうのライフステージに合わせてということのように読めるんですが、

そういう、全部そこまでの高齢者、年をとって、今、６５歳ぐらいとか７５歳ぐらいま

で働こうとか、そういう議論は余りなかったような気がするんだけれども、そういうと

ころまでイメージしているということでよろしいんでしょうか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 はい、そのとおりでございます。医療・介護従事者向けの

意味で記載をしてございます。後ほど第４章に出てまいりますが、１７２ページでござ

いますけれども、基本目標のⅣ、人材の確保・育成の取組において記載をしてございま

す。課題④に、ライフステージに応じた勤務環境の実現がございまして、一番下に、退

職後のキャリアを活かすセカンドキャリアへの支援として書かせていただいております。 

○猪口部会長 はい、ありがとうございました。  

  どうでしょうか、ほかに皆さん、ご質問はございませんか。  

  じゃあ安藤委員のほうが先だったから、どうぞ。  

○安藤委員 すみません、３７ページのところなんですけれども、慢性期のところの新類

型のところの図が描いてあるんですけれども、今後行われる社会保障審議会の介護給付

分科会の資料を見てみると、医療区分Ⅰの７０％が在宅というのはちょっと無理じゃな

いかと、新しいデータと医療区分Ⅰの４０％がせいぜいというようなのが出ているので、

それを考えると、逆に、今後全国的にも、その療養病床に関しては、５万床過剰という

ようなところがなくなってくるんじゃないかと思っています。それとともに、東京にも

それがまた影響してくると思いますし、この新類型の場合、どちらかというと、過疎地

とか地方で、労働人口が減ってしまって、なかなか看護や介護にマンパワーがいかない

ということが前提で、このようなのがつくられていて、東京の場合、どちらかというと

労働人口が減るというよりは、介護にちょっと人気がないというようなところが主な理

由なものですから、ちょっとこの新類型、方向をバーンとお出ししてしまうのは、もし

かしたら、ちょっと誤解を受けるのかなというイメージがあります。東京はやっぱり全

国と違うんだなというところが一つの大きなポイントになるんじゃないかなと、そう考

えています。  

  以上です。  

○猪口部会長 まあ、これ以外の医療機関、病院をどのように使っていくかというものが

今提示されていないから、じゃあ、安藤委員としては、この辺はどういうふうにしたら

いいというお考えですか。注釈をつける。  

○安藤委員 ええ、国の今後行われる新類型においては、地方の労働人口が減少すること

を加味して、この新類型をつくっているが、東京都においては、そのようなことは考え
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られないので、療養病床としてのきちっとした存在が必要であるというふうな形ですか

ね。  

○猪口部会長 考慮する、必要であるというよりは。  

○安藤委員 そうですね、ここまでしなくてもいいと。  

○猪口部会長 検討する必要であると、こういうものを参考しながら検討する必要がある。 

○安藤委員 田舎と違うよということですね。  

○猪口部会長 これ、参考というところに書いてありますけれども、どうやら事務局のほ

うとしては、これ一冊を見ると、全部、地域医療構想全てがわかるというような、いろ

いろ微に入り細に入り、気を使いながらつくっていただいたようですので、そこの部分

の参考だから、東京のメッセージというよりは、こういう考え方があるということ、も

ともとそういうものなんだろうとは思いますけれども、さらに注釈を加えていただいた

ほうがよさそうだということですね。どうもありがとうございました。  

  では山元委員、どうぞ。  

○山元委員 先ほど説明のあった２９ページ、２８と２９のところで、医療資源投入量の

ことが書いてあるんですけれども、私たちが見た感じではわかりやすいんですけど、一

般の方がこれを目にしたときに、この医療資源投入量ということと、その３０００点で

あったり６００点であったりということの、その定義が記載されていないので、どうい

うことを言っているのかというのが、一般の方が読んだときにわかりづらいんではない

かなというふうに、読んで、先ほど聞いて思いましたので、そこに何か注釈か、その定

義を入れていただいたほうがいいかと思うんです。  

○猪口部会長 はい、大事なご指摘だろうと思います。我々がこれを読むと、わかったよ

うな気になってしまうんですけれども、これを都民の方が読んだときに、ほかのものを

引かなくてもわかるようにということで、そういう視点でいくと、いろんな場所でそう

いうシーンがあるかもしれませんので、それはちょっとでき上がる前にみんなで見てみ

ましょう。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。  

  ほかに、どうでしょうか。はい、伊藤委員、どうぞ。  

○伊藤委員 ちょっとコメントになるんですけれども、地域医療構想とは何かというそも

そも論なんです。これはいろいろ意見があると思うんですけれども、私は、都医ニュー

スのほうにこれに関する短い文章を書きました。それは医療・介護確保推進法において

は地域医療構想ですね。効率的な医療救急体制と地域包括ケアを両輪として、２０２５

年の超高齢化社会に対して備えるものであるということを思いました。その中で、非常

に誤解を生む句があったのは、病床を規制するものであるとか、病床を削減するもので

あるとか、あるいは、各構想区域に４機能を全てそろえるものであるとか、そういった

考えはないものであるということですね。これをやっぱり今は前提として考えてもらわ

なきゃいけないということを書きました。これはなぜかというと、２０２５年に向けて

何が変わるかというと、人口の、高齢者の増加で、高齢者に対する医療をどうするかと
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いうこと、これがまさに地域医療構想の一番の問題点であったはずであります。それが、

病床規制であるとか、そういった機能をどのように配置するかという議論に紛れて、本

来の側面が、ちょっと議論が少なくなったのではないかという気がしております。  

  そして、もう一つですね、地域包括ケアということなんですけれども、これはどうも

単位が行政区、区市町村であったり、それから、もっと言うと中学校単位での地域包括

ケアというようなことがあって、それと医療と介護ということもあったりとかして、そ

の両輪とは言いながらも、それは別物であって、なかなかそこのところをどう結びつけ

ていくかというのが、私としてもよくわからなかったんです。実感としてわからなかっ

た。それは皆さんもそう思っているかもわからないんですけれども。  

  実は、最近思っておりますのは、地域医療構想というのは、地域における顔の見える

関係の中で、構想区域の中でいろんな問題点を話し合って、この高齢者が、住みなれた

地域で、その場所で受け入れることができるのか、そういったことを相談し合う場所、

それが調整会議であって、そこは何も規制するとか、割り当てるとか、そういう概念は

ない。その地域に住む人たちが、この医療体制の中で、高齢者をしっかり受け入れるよ

うなバックアップ機能とか、そういったものが十分つくれるかどうか、それを話し合う

こと、つくりあえることこそが地域医療構想であり、調整会議であるという観点からす

ると、私は、その地域医療構想、効率的な医療・救急体制と地域包括ケアというのは両

輪ではなくて一体であるということでないかというふうに私は最近考えております。

別々であって、両輪であって、それをつなぐ軸がなければいけないとか、そういったも

のではなくて、まさに構想区域の中で、構想区域の中でもそれはいろいろ事情がありま

すけれども、それはその顔の見える関係、地域の事情に応じた議論をしてもらえばいい

わけであって、高齢者をいかに地元で受け入れるか、それを話し合っていく、そして規

制・調整ではなくて、お互いの考えのもとに収れんしていく、自発的に収れんしていく。

そういう体制をつくることこそが地域医療構想であって、これはまさに地域包括ケアそ

のものであるというふうに私は最近確信するようになってきております。  

  ですので、そういった意味の観点、内容、この構想の案を読めばそういうふうにも読

み取れますけれども、そういった形を今後調整会議とかをやるに当たっては、柔軟に考

えていくということですね。そういうところを何らかの形でメッセージを残していただ

きたいなというふうに思っております。  

  以上です。  

○猪口部会長 はい、どうもありがとうございます。  

  やっていると、皆さんもそういうふうに感じてきているものであろうと思うし、一体

というのは、この病床の整備、この地域医療構想というのは病床側から見ているけれど

も、やっぱりソフト部分、ハード部分だけではなくて、ソフトの医療計画も一体でない

とうまくいかないだろうと思うし、それは、この病床の部分だけではなくて、そのプラ

イマリーケアである地域包括ケアも一体でないとうまくいかないというのは、皆さんも
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みんな感じていることではないかと思うんです。事務局としては、どうでしょうか。今

のご意見を踏まえて、そういうどこかに書きぶり、大体規制するなんてせりふは一つも、

どこにも入っていないんですが、何かそういうような誤解を招くようなところを、どこ

か否定するような何か考えますか、どうでしょうか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 はい、それにつきましては、既に盛り込ませていただいて

おりまして、４５ページ、地域医療構想調整会議のところでございますけれども、地域

医療構想調整会議において、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の協議を前提とし

て、地域に不足する医療機能を確保していくものであること。さらに、調整会議の参加

者はということで、構想の趣旨、それから調整会議の意義を十分理解していただいて、

話し合いを進めていっていただく旨記載しております。  

  それと、１７４ページ、第５章のところでございます。果たすべき役割の②医療提供

施設の役割ですが、地域医療構想への正しい理解でございまして、こちらにも自主的な

取組と相互の協議によって推進する地域医療構想の趣旨を理解し、その実現に向け、必

要な医療体制の確保に参画していただきたいとしまして、盛り込ませていただいており

ます。  

○猪口部会長 よく読めば書いてあるということでしょうね。  

  ほかにございますでしょうか。  

  じゃあ、ちょっと私のほうから、またつなぎ的に質問させていただきたい。  

  １０ページ、１１ページに東京の特性というものが出ていて、そして患者の動向、こ

ういう患者の動向等、１３ページ以降ですね、こういうところに、東京のそのまちとし

ての特性が出ていた上で、そして診療の特性がこういうふうになっていますよというよ

うな、多分つながりを持って書いてあるんだろうと思うんですけれども、東京の特性っ

て、例えば⑤の人口密度が高いというのももちろんそうなんだけど、東京の面積はそれ

ほど大きくない。それで、しかも人口が多い。そういうのをクリエイティブな一番大事

なところが抜けて、人口密度の話だけになっちゃっているとか、それから、例えば、⑥

番の昼間人口の比率がぐっと高くなって１１８．４と比率はなっているんだけど、ここ

で現実的に計算すると２，４００万人という、さっきちょっと計算してみたんだけど、

２，４００万人ぐらいなのかな。あ、違うな、これ、違うかもしれない、計算を間違え

たかもしれないんですが、２４０万人かな。とにかく計算してみると、このボリューム

として、比率とすると幾つ、１１８なんだけど、そういうようなところ、ボリュームと

して感じるようなところが入ってないと、何かわかりづらいんじゃないかなという気が

する。  

  要するに東京が、その１２医療圏でやっていくと、その１２医療圏だけにおさまらな

い。この（１）の特性を読んでいると、この（２）の受療同行につながる、どうしてそ

うなるのかなというのが見えていくような特性を書いておかないと、わかりづらいんで

はないかなという印象を持っているんですけど、どうでしょうか。  
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○宮澤地域医療構想担当課長 部会長のお話、よくわかります。ボリューム感の記載です

が、追加できるところは追加をしていきたいと思います。  

○猪口部会長 そう、例えば、１２ページのところの区中央部は３８９．６になるのは、

どのぐらいのボリュームが流入しているんだということとかね、やっぱり、その比率だ

けでは出てこない、この感性に訴えるというか、インパクトがちょっと違ってくるので

はないかなという気がします。  

  ちょっとつなぎとして、ほかにないですか。  

  それから、じゃあ１９ページ、これは新しく出てきたデータで、病床稼働率、東京の

病床稼働率が現実的にこういう形で出てきたというのは今回初めてで、しかも、非常に

貴重なデータではないかなと思っています。高度急性期が全国平均と比べると２０％弱

ぐらい高いということはわかったけれども、急性期機能がそれほど高くない。何で高く

ないのかと、患者さんは多分いるんだろう、東京の場合ですから、いるんだろうと思う

んですが、この低いというところはなぜ低いのか、そういうようなところ。それから、

やっぱり低いところがあるんであるならば、ベッドをふやすのではなくて、うまく稼働

率を上げていく、現状のそのベッドをうまく利用していけば、何とかなるのかなという

ようなデータでもあるような気がするので、非常にありがたいデータなんだけれども、

これに対するコメント的なものは特に入れないで、これはこのまま見せるというままに

しておきますか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 ３６ページにも病床稼働率について、今後のその変動要因

によって病床必要量については影響を受けていくということに留意をするという中にも、

触れさせていただいております。  

○猪口部会長 僕のお願いですけれども、ここに書き込む必要はないだろうと思うんです

けれども、この原因が、将来のその病床をうまく効率的に活用するとか、そういう話に

つながっていくような気がしますので、この現状は一体どういうことでこういうふうに

なっているのかというのを、もし将来、調整会議等で話し合う素材にできるようだった

らば、ぜひ調べていただければと思います。お願いしたいところです。どうもありがと

うございました。  

  どうでしょうか。ほかに何かございますか。  

  はい、長瀬委員、どうぞ。  

○長瀬委員 ちょっと関係ないのかもしれませんけど、先ほど、こちらのどなただったか、

都民にわかりにくいというのがありましたよね。これだけ僕は、これ、すごく立派なん

だと思うんですよ、読んで。よく、しっかり、いろんなことが書いてあるし、参考なん

かもいいですしね。ただしですね、これ、すごく分厚いんですよ。これは都民向けにね、

都民向けに易しい文章で、先ほどのようにわかりやすいような縮刷版とかね。これ、そ

ういうことでこの会議をやっているわけではないのかもしれませんけれども、せっかく

これだけのものができたんだから、こういう、将来、東京都はこういうことを考えてい
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るんだよということを都民がわかりやすいようにやったらいいのかなというふうに思っ

て、縮刷版なんかつくる予定はないんでしょうか。  

○猪口部会長 いかがでしょうか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 今のところ、考えてはいなかったんですけれども、そうで

すね、お話を踏まえて、少し考えてみたいと思います。  

○猪口部会長 はい、竹川委員、どうぞ。  

○竹川委員 慢性期の立場からなんですが、１ベッド当たりの面積とか、それから廊下幅

に関して、東京都内、この最初のほうにあるように土地がないということとか、人口密

度が高いということで、先ほど猪口委員から言われたように、土地が狭いということと

関連して、慢性期病床に関しては廊下幅をとらなくてはいけないとか、そういった基準

も参考資料の中に入れていただければなというふうに今感じたんですけれども、いかが

でしょうか。  

○猪口部会長 事務局、お願いします。  

○宮澤地域医療構想担当課長 巻末資料でご用意ができるか、検討してみたいと思います。 

○猪口部会長 よろしいですか。はい、じゃあ久岡委員、どうぞ。  

○久岡委員 大変すばらしいデータが出て、あるいは、先ほどお話がありましたけど、２

９ページのこの患者数の推計値というのは、これ、以前からディスカッションされてい

て、非常に、やはり一般の方が見てもわかりにくいかもしれないし、僕らが普通のドク

ターに説明しても、なかなか理解をもらえないような感じがございますけれども。  

  それで、例えば、データとして第３章ですね、こういうふうに細かく、それぞれの区

の特徴を書いておられるんですけど、その中で、例えば、５３ページを見ていただきま

すと、この区中央部の高度急性期機能のところなどを見ましても、特定機能病院が６施

設あり、高度医療提供施設が集積というんですけど、これを見ても、じゃあ特定機能病

院、大学病院本院は五つあるけれども何なんだと、例えば、固有名詞をここに入れるの

がいいのか、悪いのか、我々のほうから主張すると、やはり固有名詞を入れていただい

たほうがわかりやすい部分もあるんじゃないかなと思ったり、そうなると、もう細かく

なり過ぎるのかもしれませんけれども、何かそういう大学病院の存在というものが、も

う少しあるといいかなという気もします。  

  以上です。  

○猪口部会長 どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 ありがとうございます。これまで、骨子案の中には病院名

を記載する形としておりましたけれども、逆に、大学病院、特定機能病院にスポットが

当たって、それ以外の機能がどうかということで、今回、こういう特定の病院名は記載

せず、施設数という形で記載させていただいたところでございます。いかがでございま

しょうか。  

○猪口部会長 また、ご意見はご意見として聞いておきたいと思います。  
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  ほかにございますか。  

  原委員、どうぞ。  

○原委員 １８ページの（２）医療資源、①のところの表ですけれども、括弧内は人口１

０万対という意味ですか、（４．８）とかいうのは。  

○宮澤地域医療構想担当課長 はい、そのとおりでございます。  

○原委員 これ、どこにも、この表に関してはどこにもそれが書いてないので、その後の

表を見ると、その何ページか先のほうを見ると、人口１０万対というのが書いてあるの

で、ちょっとここには、やっぱりそこを少し書いておいたほうがいいんじゃないかなと

思ったことと、その１０万対ということは、全国の平均というのがわかるわけですよね。

ですから、それと、この部分で、その人口１０万対何とかという数字があるところは、

全国の値はどうなんだというのも、対比で一緒に全部入れておいていただくと、東京の

特徴というのがよりわかるんじゃないかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。  

○猪口部会長 お願いします、どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 そうですね、人口１０万対のその解説につきましては、記

載をさせていただきたいと思います。そのほうがわかりやすいかと思います。  

  あと、全国平均につきましては、データをとれるもの、とれないものあるかと思いま

すけれども、ぜひ検討させていただきたいと思います。  

○猪口部会長 ありがとうございます。  

  いかがでしょうか。じゃあ、４章、５章の話というのもすごく大事な話でございます

ので、そちらに行って、またそこで議論をして、１章、３章に戻ったっていいと思いま

すので、では次、４章、５章についての説明を受けたいと思います。よろしくお願いし

ます。  

○宮澤地域医療構想担当課長 それでは、同じく資料の３でございます。１５８ページを

お開きください。第４章、東京の将来の医療～グランドデザイン～でございます。  

  右側、１５９ページをごらんください。３、あるべき医療提供体制の実現に向けた取

組でございます。第４章は、当初１５８ページの将来の医療の姿～グランドデザイン～

と四つの基本目標のみ記載予定でございましたが、四つの基本目標の達成に向けた課題

と取組の方向性を、５章からこちらに移行して記載をいたします。１５９ページに、こ

の第４章の３の全体構成、記載をしてございます。それぞれ四つの基本目標の下には、

策定部会での委員の意見、また、意見聴取の場等で出された意見を踏まえまして、それ

ぞれ①から④で記載をしてございます。基本目標のⅠにつきましては、①医療提供体制

の充実から、④キャリアアップ支援まで、基本目標のⅡにつきましては、①の救急医療

の充実から、④災害時医療体制の強化、基本目標Ⅲにつきましては、①の予防・健康づ

くりから、④看取りの支援まで、基本目標Ⅳにつきましては、①高度医療・先進的な医

療を担う人材の確保・育成から、④ライフステージに応じた勤務環境の実現まで記載を

してございます。  
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  まず、全体を眺めていただいた上で、１６０ページをお開きください。基本目標のⅠ

からⅣごとに現状を示した上で、２０２５年に向けた取組の方向性につきまして、課題

と矢印の先に網かけで取組の方向性を記載してございます。  

  基本目標Ⅰ関連でございますが、まず現状といたしまして、特定機能病院等の集積に

より、他県から患者が流入していることを挙げた上で、２０２５年に向けて課題の一つ

目、医療提供体制の充実として、特定機能病院等の機能の充実により、さらなる医療提

供体制の充実が必要であるとし、大学病院等の取組や、大学病院等の相互連携の取組を

充実していくことを挙げております。  

  １６１ページをごらんください。課題の二つ目、情報提供の推進は、適切な受療行動

を促すためのわかりやすい情報提供が必要であるとし、かかりつけ医等による十分な情

報提供や、がんポータルサイト等による情報の提供を挙げております。課題の３点目、

医療機関間の連携強化は、大学病院等での治療を、住み慣れた地域で治療を継続できる

よう、医療連携を強化する必要があるとし、大学病院等と地域や就労先付近の医療機関

との連携、診療情報の共有化の促進を挙げております。課題の四つ目、キャリアアップ

支援は、１３大学や大学病院等が集積する強みを活かした資質向上が必要であるとし、

大学や大学病院等が、その専門性を活用した医療従事者の卒後教育を行うことを挙げて

おります。  

  １６２ページをお開きください。基本目標Ⅱ関連でございます。現状といたしまして、

まず、医療を提供する側でございますが、中小病院が多いこと、医療機能別に特徴が見

られること、疾病・事業ごとの医療連携体制の構築が進められてきたこと。続いて、医

療を受ける側、患者の受療動向や医療需要の状況でございますが、高度急性期から回復

期機能は、救急搬送が多い疾患ほど、身近なところで入院する傾向がある一方、がんは

広範な受療動向が見られること、慢性期機能では、多摩地域への流入が多いこと、島し

ょ地域などでは、住まいから離れた地域での入院も多いことを挙げております。また、

高齢者は救急搬送件数や認知症の増加、小児・周産期は高齢出産、低出生体重児の出生

数が増加傾向にあることなどを挙げております。  

  その上で、１６３ページ、２０２５年に向けて、課題の一つ目、救急医療の充実は、

認知症の人の急性期等に対応するため、適切な医療やケアを提供できるよう、情報の共

有や医療従事者の対応力を向上すること。次の箱になりますが、救急医療は、限られた

資源を有効に活用した取組の推進が必要であるとして、適切な医療に確実かつ迅速につ

なげる取組の推進、在宅療養患者の急変時に、身近な医療機関で受け入れる体制の確保

を挙げております。課題の二つ目、医療連携の強化は、医療資源を最大限活用した取組

が必要であるとし、歴史的・文化的に培われてきた医療連携の推進、効率的な医療提供、

地域医療構想調整会議による取組。  

  また、１６４ページにかけて記載をしておりますが、医療機関間の連携強化に向けて、

円滑な転院の支援、ＩＣＴの活用、島しょ地域等の医師・看護師の確保支援等を挙げて
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おります。課題の三つ目、在宅移行支援の充実は、円滑な在宅療養生活への移行に当た

っては、入院早期からの適切な支援が必要であるとし、地域と連携した取組の推進、入

院早期からの適切なリハビリ、小児等は、教育など多岐にわたる関係者の連携や、家族

への継続的な支援の充実等を挙げております。  

  １６５ページをごらんください。課題の四つ目、災害時医療体制の強化は、大規模災

害の発生時の医療提供体制の一層の充実が必要であるとし、災害拠点病院などの役割分

担の確立、妊産婦や心臓疾患など支援が必要な方への対応を挙げております。  

  １６６ページをお開きください。基本目標Ⅲ関連でございます。現状といたしまして、

健康づくりに関して、生活習慣病や心の病などを減らすためには、日々の生活習慣を変

えることが大きな要素となること、都民の健康寿命は延伸しているものの、生活習慣の

改善は十分ではないことについて、また、在宅療養に関して、高齢者の急速な増加によ

り在宅療養を希望する患者、認知症を初め複数の疾患を抱えながら地域で生活する患者

の増加が予想されること、自宅での療養を続けたいが、実現は難しいと感じている都民

が多いこと。小児等の在宅療養については、患者家族を支援する仕組みが十分ではない

ことを挙げております。２０２５年に向けて、課題の一つ目、予防・健康づくりでは、

普及啓発の必要性について挙げまして、疾病予防や健康づくりの推進、若い世代を含め、

多くの人が医療が必要な状態になったときにも、適切に対応できるよう普及啓発の推進

を挙げております。  

  １６７ページ、課題の二つ目、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師

の普及は、かかりつけ医等の役割の強化が必要であるとし、かかりつけ医等を持つこと

の重要性についての啓発や、医療人材の資質向上を挙げております。課題の三つ目、在

宅療養生活の支援は、病院や地域が連携・協力した支援が必要であるとし、切れ目のな

いリハビリの提供、身近な医療機関の幅広いバックアップ体制の確保、小児在宅への対

応、患者家族への相談支援体制の充実を挙げております。  

  １６８ページは、同じく課題③関連でございます。多職種連携の強化が必要であると

し、区市町村を中心とした現状把握や課題抽出、在宅療養支援窓口の取組など、医療・

介護等の連携体制の充実・強化、多職種間での情報共有の仕組みづくり、小児は教育な

どとも連携し、相談にも対応することを挙げております。その下の箱でございますが、

医療・介護サービス基盤の充実が必要であるとし、住みなれた地域で、必要なサービス

が切れ目なく提供されるよう、医療・介護サービス基盤の整備の推進。特に、高齢者が

安心して居住できる住まいや、療養病床の確保、２４時間診療体制の構築を挙げており

ます。その下は、精神疾患患者、認知症の人への対応といたしまして、精神疾患患者の

早期の地域生活移行支援、地域で暮らす認知症の人への、状態に応じた医療の提供など

を挙げております。  

  １６９ページをごらんください。課題の四つ目、看取りの支援でございます。本人や

家族等が希望する場所での看取りに対応できるよう、環境整備が必要であるとし、看取
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りに関する都民の理解促進、医療・介護従事者の対応力の向上を挙げております。  

  １７０ページをお開きください。基本目標Ⅳ関連でございます。現状といたしまして、

医療人材養成施設や多くの症例を取り扱う高度医療提供施設等が集積していること、医

療需要では、高齢者の増加に伴い、複数の疾患を抱える患者が増加傾向にあること、働

く世代の状況では、医療人材の高齢化が進む一方、年少人口や働く世代の人口の減少、

出産・育児等を機に離職する人材が多数であることを挙げております。  

  続いて、２０２５年に向けて課題の一つ目、高度医療等を担う人材の確保・育成が必

要であるとし、医療人材養成施設等が、地域の医療ニーズを踏まえた高度医療・先進的

な医療を担う人材や、チーム医療を担う人材の育成、大学等において、出産等で一時的

に現場を離れた医師への再教育の実施、質の高い看護ケアを実践できる人材の育成を挙

げております。  

  １７１ページをごらんください。課題の二つ目、地域医療を担う人材の確保・育成は、

地域の医療ニーズに対応するため、患者家族の立場に立ち、的確に対応する医療人材の

育成、総合診療専門医等の育成、みずからの専門分野だけでなく、地域医療を経験し、

幅広い視点を持った人材の育成、地域支援ドクターなど、多摩・島しょ地域への医師派

遣等を通じた医師の育成を挙げております。  

  課題の三つ目、在宅療養を支える人材の確保・育成は、在宅療養患者の安心した療養

生活を支える人材等の確保・育成が必要であるとし、さまざまなニーズに対応できる人

材、多職種がチームとなって患者・家族をサポートできる人材、在宅に移行した小児等

を支援する人材の育成を挙げております。  

１７２ページをお開きください。課題の四つ目、ライフステージに応じた勤務環境の

実現は、医療・介護人材が多様な働き方で活躍できる社会の実現に向けた環境づくりを

進めることが必要であるとし、在学中からのキャリアパスの提示、復職支援、セカンド

キャリアへの支援等を挙げております。  

続きまして、１７４ページをお開きください。第５章、果たすべき役割と東京都保健

医療計画の取組状況でございます。まず、１、果たすべき役割には、地域医療構想の策

定によって新たに生じた行政、医療提供施設、保険者、都民のそれぞれの役割を記載し

ております。  

①、行政の役割には、構想の推進に向けた取組といたしまして、都の役割として、調

整会議を設置し、調整会議における検討が進むよう、必要な情報の提供や、検討の進捗

状況を把握して、必要な施策を展開すること。構想の実現や、部会の中でもご意見を多

くいただいておりました地域包括ケアシステムの構築に向けた普及啓発の実施について

記載をしております。また、あわせて、区市町村の取組についても記載をしております。  

続いて、②、医療提供施設の役割の構想への正しい理解でございます。構想の趣旨を

理解し、その実現に向けて、地域に必要な医療体制の確保に参画すること。病床機能等

の報告と活用では、みずからの施設のデータ分析を行い、毎年度報告を行うこと。構想
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区域におけるみずからの施設の状況把握について記載をしております。 

１７５ページをごらんください。③、保険者の役割でございます。被保険者への普及

啓発といたしまして、被保険者の適正な受診の促進や医療費適正化に向けた実効性ある

普及啓発、調整会議等において活用する分析・評価データの提供を記載しております。 

④、都民の役割でございます。主体的な取組例といたしまして、積極的な健診の受診、

かかりつけ医等を持ちつつ、日ごろからさまざまな保健医療情報を収集・活用して、適

切に医療機関を受診すること。医療・介護サービスのあり方について考えるなど、地域

包括ケアシステムについて理解を深め、積極的に参画することを挙げております。 

１７６ページをお開きください。２、東京都保健医療計画の取組状況でございます。

地域医療構想は、平成３０年の保健医療計画改定時に一体化するものでありますことか

ら、現行保健医療計画を策定いたしました平成２５年３月以降に開始した取組や、検討

事項につきまして記載をしております。保健医療計画に記載のある取組については、記

載をしていないというものでございます。 

まず、記載する事項でございますが、現行の保健医療計画の事項立てに原則として合

わせておりまして、１７６ページの都民の視点に立った医療情報の提供から、１９９ペ

ージの感染症対策まで、１８の事項を挙げておりまして、さらに、各事項に記載する課

題と取組状況につきましては、まず、課題を挙げた上で、課題の解決に向けて、現行計

画の改定以降に開始した取組や検討事項について記載しております。 

なお、取組につきましては、グランドデザインの基本目標に関連づけておりまして、

どの目標に対応しているかを記載してございます。 

都民の視点に立った医療情報の提供では、ＩＣＴを活用した連携の推進、転院支援情

報システムの積極的な活用の促進、さらに、１７７ページに、外国人患者への対応とし

て、医療機関案内サービスや相談の充実、外国人患者受入体制の整備促進を図る取組状

況について記載をしております。 

続いて、保健医療を担う人材の確保と資質の向上では、医療人材の確保の課題に対し、

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、ＯＴ、ＰＴへの取組、また、１８０ページ

には、介護人材の確保・定着・育成に対する取組を記載しております。  

１８１ページから１８６ページにかけまして、５疾病・５事業の５疾病の取組を、１

８７ページから１９２ページにかけまして、５事業の取組、１９３ページからは在宅療

養の取組、また、１９４ページの下段以降に、リハビリテーション医療の取組、医療安

全対策の推進、予防・健康づくりの推進、歯科保健医療、難病患者等支援、感染症対策

まで、地域医療構想やグランドデザインに関連をする事項の取組状況について記載をし

ております。  

また、２００ページ以降でございますが、巻末資料でございます。地域医療構想の検

討におきまして検討経過や委員名簿、参考データといたしまして、医療資源等の状況、

保健医療従事者数、病床機能報告結果のデータを分析したものなどを掲載してございま
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す。  

説明は以上でございます。  

○猪口部会長 どうもありがとうございました。今、４章、５章について、まずご質問は

ございますか。  

久岡委員、どうぞ。  

○久岡委員 具体的に非常によくされていると思うんですけど、ちょっと僕はよくわから

なかった、この５章を拝見したんですけど、この東京都保健医療計画というのは、今、

ここにあります平成２５年３月に改定されたものに基づいて書かれたわけですね。そう

すると、現在、平成２８年、３年のギャップがあるわけですよ。それで、どうもこれの

全体は、これ、２０２５年に向けての内容であって、例えばここに平成２５年３月改定

版についての取組状況ということで、それ、何かちょっと現状とずれている。  

例えば１８２ページのところの急性心筋梗塞医療の取組で、ＡＥＤ使用を含めた救急

蘇生法の普及啓発のところがあるんですけど、現状、やはり実施率が物すごく低いわけ

ですよね。実際、今、問題になっているのは、ＡＥＤはいっぱいある。何十万台とある

んだけど、実際、それが使われている率は非常に低いというような、そういう現実の問

題がちょっと何となく違う。  

あるいは、あと、この１８８ページに、東京オリンピック・パラリンピック等なんて

いうんですけど、これ、２０２０年で終わっちゃうわけですよね、オリンピックは。で

すから、その２０２５年に向けての中での、この保健医療計画書との何か流れが、ここ

に来て、ぱたっと変わってしまうような印象を見て、聞いていました。いかがでしょう

か。  

○猪口部会長 事務局、どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 この地域医療構想でございますけれども、３０年の保健医

療計画の改定の際に、一体化していくものでございまして、現行の保健医療計画に記載

があり既に取り組んでいるものにつきましては、記載をしておりません。２５年３月改

定以降の取組で保健医療計画に書かれていないもの、新たな取組ですとか、今、検討し

ているものについて、追補するというんでしょうか、そういったものを取組状況として

記載いたしまして、次期改定につなげていきたいということでございます。  

確かに、地域医療構想は２０２５年に向けた構想、保健医療計画は、現行５年の改定、

この先は６年の計画でございますので、そのあたり、整合をとっていくということにな

ろうかと思います。  

○猪口部会長 よろしいですか。  

ほかに何かご質問はございますか。  

河原委員、どうぞ。  

○河原副部会長 １６６ページの下のほうの課題①の予防・健康づくりなんですが、この

中の下のところ、網かけの部分、これを見ますと、１番目はいわゆる一次予防ですよね、
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生活習慣の改善の。２番目の項目というのが、むしろ環境整備みたいな、ゼロ次予防的

なことになると思うんですが、がん検診とか、一般の例えば特定健診も含めた健康診査

の二次予防的な問題がちょっと抜けていると思うんですよね。だから、ここ、二次予防

の健診体系を中心にしたことをちょっと触れていただければ、特に健診の受診率が低い

のも問題ですから。 

それから、同じく関連するんですが、１７５ページ、この都民の役割のところでは、

積極的に健康診断を受診というふうになっていますので、これと対応する形がいいと思

うんですね。  

それから、細かいことですが、「健康診断」より、法令用語とした「健康診査」のほ

うがいいんじゃないですか。  

以上です。  

○猪口部会長 よろしいですか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 ありがとうございます。先ほどの回答と多少かぶりますけ

れども、既に保健医療計画に記載をいたしまして、取り組んでいるものにつきましては、

地域医療構想の第５章のこの部分には記載をしておりません。確かに、第５章だけを見

ますと、抜けているように見えてしまうのかもしれませんけれども、保健医療計画の計

画本体に書いてあって取り組んでいるものは、構想にないという整理でございまして、

決して取り組んでいないということではないというものでございます。  

それから、「健康診査」の記載につきましては、修正をしたいと思います。  

○猪口部会長 ちょっと質問なんですけども、ここで追補されるというのは、現在動いて

いる地域医療計画に追補されて、３０年は本格的に見直すと。すると、今、追補された

ものは、これに従ったような形で、行政的にはいろいろ施策が行われていくと考えてい

いんですか、直ちに。  

○宮澤地域医療構想担当課長 今回、構想のほうには挙げさせていただいておりますけれ

ども、そこは改めて３０年度からの保健医療計画をどう策定するかについては、改定部

会で議論をいただくとことになろうかと思います。  

○猪口部会長 ということは、３０年までは、今、こう挙がっているものに対しての現実

的な動きはないということですね。  

○宮澤地域医療構想担当課長 動きがないとは。  

○猪口部会長 検討はされるけれども、行政的な施策として実行されていくことはない。  

○宮澤地域医療構想担当課長 ものによっては動いていくものもあろうかと思います。  

○猪口部会長 わかりました。ありがとうございます。  

じゃあ、質問を超えて、要望とか意見になっていますけれども、どうぞ。  

じゃあ、進藤委員、どうぞ。  

○進藤委員 １６２ページ、１６３ページですけれども、現状の中で、疾病・事業ごとの

医療連携体制の構築が進められてきたというのが現状で、これは多分二次医療圏ごとに
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進められてきたというのが現状だと思うんですね。そこで、課題②として、１６３ペー

ジのほうで、医療連携の強化という内容のところを読むと、やはり、これ、二次医療圏

の中で進めていくんだというふうに読めるように見えますので、せっかくこの会議の中

で考えられてきました事業推進区域という考えをこの医療連携の中に盛り込んで書かれ

たほうがいいように思いますが、いかがでしょうか。  

○猪口部会長 どうでしょう。事務局、お願いします。  

○宮澤地域医療構想担当課長 少し誤解を生じてしまう記載だったかもしれませんけれど

も、こちらにつきましては１５３ページでございます。事業推進区域の説明のところに

なりますけれども、これまでも疾病・事業ごとに、二次医療圏にこだわらずに、例えば

その周産期であれば８ブロック、小児であれば４ブロック、精神であれば事業ごとにブ

ロックを設定して、弾力的に運用してきたという経過がございます。今後、事業推進区

域を柔軟に運用していく旨、こちらに記載をしてございます。  

○猪口部会長 はい、西川委員、どうぞ。  

○西川委員 すみません、１６１ページの情報提供の推進というところなんですが、都民

に対する情報提供はもちろんとても重要だと思うんですが、それとともに、提供される

情報になるべく差がないようにしていただきたいというか、つまり、行く医療機関とか、

行く薬局によって、その提供してくれる情報に差があると、大変戸惑ってしまうという

ようなことが患者の場合としてあるので、その情報の差をなくしていただきたいという

のが希望なんですけれども。  

あと、もう一つ、ちょっとこれ、基本的なことで大変申しわけないですが、私の理解

がちょっと足りないのかもしれないですが、先ほど地域医療と地域包括ケアの一体化と

いうようなことが出てきて、そことちょっと関連するかもしれないですが、地域包括ケ

アの対象は誰かということなんですけれども、例えば東京都の場合は割と広義で、高齢

者のみならず、支援が必要な全ての都民を対象となさっていると思うんですけれども、

それが市区町村におりてきたときに、例えば私の住んでいる区ですと、地域包括ケアセ

ンターという、もう名称がなくて、それが熟年相談センターという名前になっているん

ですね。なので、もう対象は明らかに高齢者に限られてしまっていて、その辺のずれと

いうのが、ちょっと何となく都民としてはわかりにくい。誰を対象としているのかとい

うのがちょっとわかりにくくて、地域医療ならば全都民であるはずなんだけれども、じ

ゃあ、熟年相談センターは何なのだろうという、その辺がちょっと、ごめんなさい、ど

ういうふうになっているのかを教えていただきたいと思います。  

○猪口部会長 よろしくお願いします。どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 地域包括ケアは、高齢者が中心になってくるとは思うんで

すけれども、必ずしも高齢者だけではなくて、全ての都民を対象として考えるというも

のでございます。  

○西川委員 そうしますと、結局、市区町村にそれがおりてきたときの整合性みたいなも
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のはどうなっているんですか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 いろんな形で区市町村とのやりとりとがあろうかと思いま

すし、区市町村が取組を行うにあたって、どういったところに力を入れてをターゲット

を置いて進めていっているかとのあたりでも、多少差が出ているのではないかなと思い

ます。。  

○猪口部会長 河原副部会長、お願いします。  

○河原副部会長 たしか、地域包括ケア、国のほうは概念としては高齢者になっていると

思うんですけど、やっぱり地域包括ケアというのは、私自身も、もっと広い概念だと思

いますけど、国の通知とかは高齢者になっていなかったですか。  

○西川委員 厚労省は高齢者というふうになっています。  

○河原副部会長 高齢者に、だから、そこがやっぱりそごがあるんじゃないかなと思うん

です。やっぱり概念としてはもっと広いと思うんですね、包括ケアの。  

○猪口部会長 その辺に関しては、この地域医療構想の中には小児が入ってきたり、いろ

いろしていますので、そこをわかりやすく、ちょっと解説したほうがよろしそうですの

で、お願いいたします。  

福内委員、どうぞ。  

○福内委員 １７４ページの果たすべき役割のところの①の行政の役割です。こちらは都

の役割と区市町村の役割を記載していただいているんですが、区市町村の役割の中に、

やはり地域包括ケアという文言を入れていただけるとありがたいなというふうに思って

おります。また、記載の順番を、もし区市町村をつけていただくと、全体の地域医療構

想調整会議なども活用して、区域内の医療提供体制の確保を二次医療圏の区等と協力し

てやるということと、自分の区の中で在宅療養推進だとか、地域包括ケアを実施主体と

して実現していくということがまとまって理解できると思いますので、そのような順の

大きさにしていただけるとありがたいです。 

○猪口部会長 ほかにどうでしょう。  

久岡会員、どうぞ。  

○久岡委員 今、１６１ページの高度医療提供施設の役割、機能を都民にわかりやすくと

いうことでお話があったんですけど、これは今回の改定で、ＤＰＣのところで、画一し

た同じフォームで表示するようにということが厚生労働省から言われていますので、そ

れが整備されてくれば、各大学あるいは特定機能分野、あるいは高度急性期病院の評価

が同じようにできると思いますので、ちょっと経過を見ていただくといいのではないか

と思います。  

以上です。  

○猪口部会長 ありがとうございます。貴重な情報をありがとうございます。  

河面委員、どうぞ。  

○河面委員 今、認知症のある方とか、２４時間、介助とか見守りで苦労していらっしゃ
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る家族の方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、今後、そういうふうな家族がふ

えてくる、患者さんもふえてくるし、家族もふえてくるんでしょうけど、この地域医療

構想を見て、都民の困っていらっしゃる家族の方が見て、これから自分たちはどうして

いく、どうしなきゃいけないとか、東京都は何をやってくれる、医療のほうは何をやっ

てくれるのかというのは全然イメージできないんですけど、それは保健医療計画に追補

されたものとかを見ればわかるようになるんですか、今後。  

○猪口部会長 事務局、どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 今回、その東京都の構想策定した新たな役割について、構

想に記載をさせていただいておりますし、もともと保健医療計画にも、行政の役割、そ

の中に都の役割についても書かせていただいているところでございます。  

○河面委員 よろしいですか。ＰＤＣＡサイクルというふうな、そういうふうな対応、そ

ういうふうな概念でいろいろと検討されていると思うんですけど、そのＰのほうも、具

体的にＤにつながるようなＰがなかなかイメージできないんですよね。そのＰだけ、要

するに、次からその次に、このＰを読んだら、これはＤがイメージできるよねというふ

うなＰがなかなかないんですよね。ですから、東京都の、今、困っていらっしゃる家族

の方がこれを見て、自分たちはこれから、要するに、どういうふうに医療提供体制が変

わるから、これから自分たちはこういうふうに、あるいは会社をやめるとか、切実な問

題だと思うんですね。会社をやめて、お年寄りを見なきゃいけない。その介助とかしな

きゃいけないし、見なきゃいけないから、切実な問題だと思うんですけど、今後はそう

いうふうな家族の方が、どういうふうにこれからやっていこうかというふうな、先ほど

の話なんですけど、そういうふうなイメージが全然見えてこないんですけど、私の言っ

ていることを理解されていると思いますけど、東京都民一人一人は、すごい切実に苦し

んでいらっしゃる方はたくさんいらっしゃるんですよね。そういうふうなことに具体的

な情報提供というのが、どうも何か一つ足りないような気がするんですけど、その辺の

ところ、ちょっと検討していただければというふうに思いますよ。  

○猪口部会長 どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 地域医療構想のグランドデザインですけれども、これらに

つきましては、具体的な取組ではなくて、１０年後に向けた取組の方向性を非常に大き

く書かせていただいていて、今後の具体的な取組につながる要素、エッセンスを入れ込

む形での記載になっています。そういうこともございまして、具体なところが少し見え

づらい、読み取りづらいところがあるのかもしれませんけれども、今回、この構想のグ

ランドデザインの取組の方向性に記載したものにつきましては、具体的に保健医療計画

なりに位置づけて、具体の取組につなげていこうと考えているところでございます。  

○猪口部会長 河面委員の話を受けて、ちょっと話をすると、これ、認知症と精神疾患が

一緒になっているような書きぶりにもなっているし、それはかなり違うのではないかな

と思っている部分もあるんですが、その認知症に対してどのようにやるかということ自
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体が、方法論としてもまだきちんと確立していないのではないかなと思うんですよね。

その認知症、この情報の中でもあるように高齢者だけの世帯がふえている。そして、認

知症もふえている。その中で、社会としてどのように扱っていくか、どういうふうに対

処していくかということの方法でも、余りきちんと確立されていないんだから、例えば

そういう認知症に対してどのようなことをやっていくかという研究、長寿健康センター

とか、東京都はいろいろ機関を持っておられるので、そういうものをより一層、どのよ

うにやっていくかというようなものも入れていくとか、何か具体、多分河面委員が言っ

ているのは、これを見ても、何、どうなっていくというのがわからないというのは、そ

ういうことだろうと思うんですね。わからないのはわからないで、そういうものをこう

いうふうに検討していきたいというようなこともあってもいいような気がしますけども

ね。これは意見です。すみません。長々とすみませんでした。ご理解いただいて。  

じゃあ、塩川委員、どうぞ。  

○塩川委員 今の河面先生の発言と似ているんですけど、１章から３章までで、医療資源

の見通しとか、それから、構想区域と事業推進区域というような議論もあったときに、

４章、５章になって、例えば５章なら１７４ページで、地域医療構想への正しい理解と

か、地域医療構想の推進とあるときに、例えばこの地区ごとに調整会議などをするとき

に、具体的にどういうことをするんだろうというのが、この４章、５章では、いろいろ

なへき地であるとか、島しょとか、いろいろ、それぞれの問題のこともビジョンにおい

て書かれているんですけど、その辺の１章から３章までで、東京都の現状、将来像をそ

れなりに理解、設定して、今後、取り組む具体的な次のステップというのが、やっぱり

私も見えにくいような気がしたんです。あるいは、これがそもそもガイドラインみたい

なそういうものだというのであれば、そうかもしれないですけど、ちょっと総論的な感

想で申しわけないですが、通じたでしょうか。  

○猪口部会長 河原副部会長の話も聞いて。  

○河原副部会長 手を挙げられています。  

○竹川委員 ちょっとまた似たようになってしまうんですけれども、事業推進区域という

ところをもうちょっと、この１５３ページの丸の上から三つ目だけではなくて、この次

の１５４ページのがん、脳卒中、急性心筋梗塞などに分かれていますけど、この中で事

業推進区域がそれぞれの疾患でという形で分けていきますということを明記するという

ことと、それから、例えば脳卒中も、その場で治ってしまう、高次救急で、高度急性期

で治ってしまう場合もありますし、その次のステップに行く場合もありますし、１６６

ページにあるような、この在宅療養の２番目の「長期の療養が必要になった場合、自宅

で療養を続けたいが、実現は難しいと感じている都民は多い」という中で、その慢性期

的なものも在宅と一緒だということですけれども、こういう形で使えるんだという、も

うちょっと見えてくるもの、都民にとって使いやすいものというのが、事業推進区域で

つなげていけるのではないのかなというふうに感じています。  
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○猪口部会長 今の、ちょっと私も、この１５４ページ、１５５ページをちょっと指摘し

たいなと思っていたんですが、事業推進区域というのは今回出てきた新しい概念だから、

この１５４ページ、１５５ページは、今までこうしてきましたという例であって、確か

に柔軟に考えてきていた例だけれども、もっともっと進めて進化させていこうと。例え

ば地域包括ケアなんて、ここではどういうふうに表現するのかというのは出ていないわ

けだし、そういうようなものも含んで、在宅の話もそうだし、こういう二次医療圏、こ

れ、二次医療圏を最小単位とした足し算が基本形だし、これを見ると、上の左上、１５

４ページの上の段は二次医療圏で、ここのがんだとか、がん、それから、小児二次救急

も全部これでやりますよと言っているように見えちゃう。これは今までやってきたこと

なんだけども、その前の１５３ページでは、「事業推進区域の例は、次の通りです」と

書いてあるんですよ。だから、次のとおりになっちゃうと、今後もこのとおりですよに

なっちゃう。これを、こういうものをどんどん発展させて、いろいろ柔軟に考えていき

ましょうということで、事業推進区域があったような気がするんだけど、このまま固定

させてしまうような印象を与えてしまう書きぶりだなと思ったんですが、どうでしょう。

僕は、これは直してもらいたいなと思っているんですけれども、  

○宮澤地域医療構想担当課長 事務局といたしましては、三つ目のパラになりますけれど

も、これまで培われてきた連携体制を基盤としつつ、事業推進区域を柔軟に運用してい

くというところの表現で読み込めるかなということで、この案文でご用意させていただ

いたところでございます。  

○猪口部会長 まあ、「次の通り」ですが、もっとこれから考えていきましょうみたいな

書きぶりでもいいような気がしますけど、何かこれだと、これを固定して、今までのも

のをまた使っていくのかというような印象に見えるんですが、いかがですか。  

じゃあ、矢沢部長、どうぞ。  

○矢沢医療政策担当部長 ご意見ありがとうございます。事業推進区域の記載、先ほど進

藤委員からもございましたとおり、医療連携のところに、切れ目のないところに書いて

いくというところで、これからの次の保健医療計画に向けまして、各５疾病や５事業、

それぞれの協議会の中で、どういった連携体制がふさわしいかということを議論した上

で書いていくものだというふうに考えています。余りがちがちに、これはこうだ、あれ

はこうだと決めてしまったほうが、かえって、動きにくいのかなという思いもありまし

て、今回、たまたま私どもが、今、進めているブロックの事例を出しただけです。これ

はただの事例ですって、「ただの」とかを入れますかね。それとも、「これまでの事例」

ですとか、そういう感じで、本当に全く他意はないんですが、そのあたり、誤解を生じ

るようであれば、ちょっと書きぶりを考えますので、お預けいただけませんでしょうか。  

○猪口部会長 よろしくお願いします。  

○矢沢医療政策担当部長 恐れ入ります。  

○猪口部会長 じゃあ、河原委員、どうぞ。  
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○河原副部会長 さきのＰＤＣＡサイクルの話なんですけど、Ｐをやる前に、本当はＣが

要るんですよね。Ｃを深く掘り下げてやって、初めてＰの計画であり、対策が出てくる

と思うんですよ。これは全国的にやっぱりそういうことになっていない。ただ単にＰＤ

ＣＡを回そうという合い言葉だけが先行しているだけなので、今後、同種の次の医療計

画の改定も含めて、できればＣの部分、ＣＰＤＣＡサイクルみたいな、そういう感じで

やれば、もう少し掘り下げた対策とかが講じられと思います。  

○猪口部会長 加島委員。  

○加島委員 いいですか。今のＰＤＣＡの話もそうなんですけど、７ページの今後の計画、

次期の保健医療計画、それとの関係で見ていくと、私なりの考え方なんですが、その地

域医療構想というのは、やっぱり憲法というか、ビジョンであって、具体的に盛り込む

としては、やっぱり保健医療計画の中にもうちょっと細かく、それこそ、Ｐがいっぱい

出てくるのかなと。だから、構想自体を都民が見ても、自分が何をするかとか、そうい

うような具体的にはちょっとまだよくわからないのかなと。それが多分次の次期の保健

医療計画の中にはかなり細かくＰが出てくると。次期は６年なんですか、３０年から。

そうすると、３５年までになるわけですよね。これが２０２５年だから、２年足りない

わけですけども、２５年の２年前には、もう２年前までの東京の医療をどうするかとい

うことは具体的な計画として盛り込まれるわけですよね。だから、医療計画にずっと入

っていくのかなとは思っているんですが、そこで、その地域医療構想調整会議、それを

どうやって回していくのかなというのが、さらっと４５ページにぱっと書いてあるので、

その具体的に調整会議を二次医療圏ごとにどうやって回していって、本当にＰをやって

いくのかなというのはまだ見えないんですが、それは、今後、医療計画の検討も、こと

しか来年ぐらいから始めていく中で、その調整会議と医療計画とのリンクみたいな、今

後、そのＰをつくっていくのかなと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 調整会議は構想策定後に設置をしていくということで、準

備はまだこれからでございます。具体的にどのように進めていけば、その地域に必要な

不足する医療機能を確保できて、医療体制がしっかりと組めるのかということは、きち

んと調整会議をうまく活用するということが非常に大事か思っておりますので、そのあ

たりは十分踏まえて考えていきたいと思います。  

○猪口部会長 加島委員、何か追加はありますか。  

○加島委員 保険者の役割も今回入っている。そういうふうに入れてもらったんですけど、

大変厳しい役割になってくると思うんですよね。特に調整会議の中で、データなり、か

なり保険者のほうでも分析して出して、その地域、二次医療圏の中で本当にふさわしい

医療をどうやって考えていくかというのを、医療機関とうちと両方でやらなきゃいけな

いと。この間、講演会をやってもらって、東大の尾形先生は、保険者はもっと病院の勉

強をしなさいと。病院の経営の勉強をもっとすべきだという厳しい指摘を受けたんです

けど、そのとおりだと思うんですが、それを今の医療構想はちゃんとかなりきちっとで
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きたので、その後をどうやって調整会議を、うまく医療機関と保険者と区市町村とやっ

ていくのかなというのが大変厳しいなと思い、感想です。  

○猪口部会長 山口委員、どうぞ。  

○山口委員 今、調整会議の話が出ましたけれども、実際に一回やられているわけですね。

そうすると、やはりかなり方向性が、その地域での部分最適のような形を目指すような

方向が出るんじゃないかという心配をしています。やはり全体を見ながら、部分のとこ

ろ、その地域の構想区域を考えていけばいいんですけども、どうしても構想区域の中だ

けの調和を考えていきそうになると。そういう意味で、この４５ページに書いてある「地

域医療構想調整会議」というこの文言だけで、その方向性が、しっかりある意味で枠を

はめられるかどうかという、ちょっと心配するんですね。どこかで方向をきちんと、東

京都としての方向性を間違えないように、たがをはめるところが必要になってくるんじ

ゃないかということをちょっと心配していますけども。  

○猪口部会長 それに関しては、今の山口委員のそれぞれの部分最適の話に関してのコメ

ントはないですか。よろしいですか。  

○宮澤地域医療構想担当課長 ありがとうございます。それにつきましては、今、この４

５ページの調整会議のところの下から二つ目のところになりますけれども、それぞれの

区域については、それぞれの調整会議でということになりますけれども、多くの区域に

共通するような課題などについて、その情報の共有を図っていくという調整部会の設置

についても検討しておりまして、そういったものは調整部会のほうでやっていければ考

えております。  

○猪口部会長 どうもありがとうございます。  

こちらで、石川委員、どうぞ。  

○石川委員 今、後半に入りましてから、ずっと継続して地域医療構想を策定して、具体

的にじゃあ何が起こるのかの部分に関するメッセージであるとか、目標の記載が足りな

いのではないかと、河面委員のところからずっと一連の話が進んできたと思います。け

れども、皆さんもご存じのとおり、この構想を策定して、必要病床数であるとか、今後

の方向性を示したあとの、次のステップは何かというと、医療機関の自主的な取組と、

医療機関相互の連携協議の推進です。ですので、実際には、この地域医療構想の中で細

かなことをどんなに書いたとしても、それぞれの医療機関ごとの自主的な取組がなけれ

ば、現実味はありませんし、それを規定するようなものでもないというのが当初からの

状態でした。ですので、その後の議論のところにありましたように、この構想が策定さ

れた後、重要なことは何かというと、間髪を入れずに地域医療構想の調整会議をするこ

とと同時に、その調整会議で出てきているものに関して、都として計画として目標設定

ができるものは、次の医療計画に反映した上で、管理をしていくというプロセスが始ま

ることだろうと思います。  

本来であれば、もう少し細かく各構想区域ごとに具体的な整備目標とかを書き込めれ
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ば、次のステップに進みやすかったところがあると思うのですけれども、まずは地域医

療構想で求められたものは今回書けたわけですから、これをもとにしながら、次のステ

ップは、やっぱり医療機関できちんと考えていただいて、山口委員のところからもあり

ましたように、圏域内の部分最適にならないように調整をしていくというプロセスが、

これから始まるというふうにお考えいただければいいのではないかなというふうに思っ

ております。  

○猪口部会長 どうもありがとうございました。  

ほかにどうですか。  

永田委員、どうぞ。  

○永田委員 １６６ページあたり、１６２ページから始まってもいいと思うんですけれど

も、この地域包括ケアシステム全体の基本的な考え方の中に情報の共有化というのが、

多職種連携の中にあるかというふうに思っているんですが、その書き込みで、例えば１

６４ページのところに出ている、さらっと「ＩＣＴの活用」と、こう書いてあるわけで、

冒頭でお話にあったように、これは日本国として国がつくるものであるから、東京都は

そのでき上がるものを待とうとして、さらっと書かれているのか、もっと東京都として

積極的にＩＣＴを活用した多職種連携を組もうとされているのか、これはどうなのかな

ということをちょっとお伺いしたいんですが。  

○猪口部会長 矢沢部長、どうぞ。  

○矢沢医療政策担当部長 ありがとうございます。ここがいつも先生方になかなかお伝え

し切れない部分でございますが、地域医療構想の中に、何をしますとはっきり書けるも

のと、それから、向こう１０年ございますので、１０年間のうちに何とかやっていきた

いと思うものがありまして、その何とかやっていきたいものについては、やりますとは

っきり書いていない。はい。ということです。それも本当に申しわけないんですが、私

ども、これを使って１０年間、施策を打ってまいりますので、その施策を打つためのエ

ッセンス、ＩＣＴ、そのエッセンスの一つです。それを入れたというところをご理解い

ただければありがたいと。やりますと書きたいところですが、そうは書けませんという

現実でございます。申しわけございません。  

○猪口部会長 はい、どうもありがとうございます。ほかにどうでしょう。  

大体会議は１時間半ぐらいをめどとしておりますけども、たくさん意見が出ていて、

次第には２時間になっていますから、２時間ぐらいまでは許されるところなんだろうと

思いますが、多分なかなか意見が出切らないだろうと思うんです。これ、事務局、多分

このままずっと続けていると、朝までになっちゃう可能性も十分あるので、その今出て

いない意見の吸い上げの部分とか、何か考えていただいているんでしょうか。きょうが

最終ということを前提と考えると。  

○矢沢医療政策担当部長 朝までになりそうですかね。まだまだある感じでしょうか。  

○猪口部会長 まだしっかり、今、人の話を聞きながら、またそこに目を落としていくと、
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またインスパイアされるというような状況が続いているんだろうと思うので、連鎖反応

はどこまで続くか、ちょっとよくわからないですけれども。  

○矢沢医療政策担当部長 この中身について、まだまだ変更しなければいけないというこ

とであれば、ご意見を賜ることは可能でございますが、これまでかなりの回数、メール

でいただいたり、集まっていただいているので、まださらにということであれば、また

期限を切ってメールでというやり方もございますけれど、必要がございましょうか。あ

るようでしたら、今から考えます。  

○猪口部会長 もうちょっと、じゃあ続けてみましょうか。  

○矢沢医療政策担当部長 はい。  

○猪口部会長 様子を見て。  

ほかにどうでしょう。続けていくということで、何かご意見があれば。  

安藤委員、どうぞ。  

○安藤委員 いろいろなマスコミの方も含めて、あるいは他の県の関係者の人たち、医療

関係者の人たちからも一番質問が来るのが、やっぱり一つは、新しくグランドデザイン

をつくったというのはさすが東京だよねと、それが一つ。それと事業推進区域というの

を、これはよその県にないけど、どんなことをやっているのということと、あともう一

つの最大のやっぱり皆さんが質問が多いのは、東京を中心とした首都圏は、これから病

床が必要になってくるというふうに言われているけど、それに対して、どんなふうに対

応していくのかという質問が非常に来るんですよね。ですから、その二つの二本柱のと

ころあたりをさらに全国が注目しているので、多少また厚く評価をしていくというよう

なところも必要なのかもしれません。多分そこら辺の質問は全国からも来ているのでは

ないかなと思いますけれども、よろしくお願いします。  

○猪口部会長 ありがとうございました。今の書いてある内容の厚みを増せという、わか

りやすくしろという話ですね。わかりました。  

ほかにどうでしょうか。意外と途切れてしまった。  

山口委員、どうぞ。  

○山口委員 ちょっと細かいことですが、１８４ページ、精神科の救急医療ということで

すが、実際に精神科の救急医療を担う先生というのは、やはり精神科の中でも非常に希

少なんですね。そういうことで、体制をつくっても、それを支える、担う人材がいない

と、この精神科救急の体制が維持あるいは機能しないということもありますので、こう

いう精神科救急を担う医師の育成というのも、この中に一つ、項目として入れていただ

いて、少し意識していただくということをしていただくと、ありがたいというふうに思

います。  

○猪口部会長 よろしいですか。ほかにどうでしょう。  

先ほど、加島委員の話の発展形なんですけれども、確かに、今年度、地域ごとの調整

会議を行う、これが一応素案が通って、医療審議会のほうで認められたとしたらば、地



－29－ 

域医療構想ができ上がったわけですよね。そうすると、それに伴って調整会議を開く形

になるんですが、今年度を一応予定しているんでしょうか。  

○矢沢医療政策担当部長 はい、予定をしておりますが、時期はまだ未定でございます。  

○猪口部会長 そうだとすると、やっぱりこの段階で、どのような調整会議をイメージし

ているのかが出てきて、ここにある程度書かれていても、書いてありますよ、こういう

メンバーが入ってというようなことは書いてありますけれども、どのようにイメージし

ているのかだけでも、教えていただいてもいいんじゃないでしょうかね。どうでしょう。  

どうぞ。  

○矢沢医療政策担当部長 調整会議については、設置者が東京都でありますけど、中で検

討する中身は、その地域、地域で、多分かなり、１２圏域、３回やらせていただいて、

全然違うんだなという実感を持っていますので、まず、ことしは、この後、保健医療計

画のガイドラインも出ますし、地域医療構想も発表されますので、こういうものができ

ましたということや、その保健医療計画をこうつくっていきますというお話を紹介した

上で、どういった話をしていくかというところを皆さんから発案していただくような形

が最初かなというふうに思っています。こちらから、こういう会議を設置しますという

ふうに決めてかかるのではなく、まず、ちょっとお話を伺いたいというのが私どもの本

音でございますので、その後、どう進めていくかをこの保健医療協議会の下に置きます

調整部会のほうでもご議論いただきながらやっていけたらいいなと。余り決めつけない

でいきたいと思っているんですけど、決めちゃったほうがいいですかね。 

○猪口部会長 いや、そういうイメージがあるんでしたら、それで結構です。イメージを

ちょっと聞かせていただきたいなと思ったので。  

どうでしょう、ほかに。  

石川委員、どうぞ。  

○石川委員 そうした意味では、構想自体に関するコメントではなくなるんですけれども、

これから先は、何回か会の中でもご紹介をさせていただきましたけれども、厚生労働省

医政局の側では、地域医療計画等策定あるいは検討のためのデータブックが、平成２６

年から既に継続して作成がされてきています。そうしたデータをこの地域医療構想の後

の調整会議等でご利用いただくようなことが出てくると思います。あと、状況の認識と

いうのも刻々と変わっていく可能性がございますし、それに応じて各医療機関の方々が、

その方向性、中長期計画を立てていただくという意味で言うと、まだまだその状況は流

動的な部分があるのではないかなというふうに認識しております。できるだけ早く調整

会議自体を開始していただいた上で、そうしたデータをきちんとお伝えするようなチャ

ンネルを構築していただいた上で、矢沢さんのほうからもありましたけれども、各圏域

ごとの状況であるとか、区の中央部とほかのところとではやっぱり違うでしょうし、島

しょの場合は違う。それぞれのこの状況に合わせた上で、優先順位を課題に設定した上

で、ご議論いただくというような方向性が望ましいのかなというふうに考えていた次第
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です。  

○猪口部会長 どうもありがとうございました。  

山口委員、どうぞ。  

○山口委員 調整会議というのも年に２回あるいは３回ということだと思うんですが、そ

れに付随した形で、例えば各医師会で、その前の各区内の調整とか、そういうことをや

って、積み上げた形でこの調整会議でいろいろ話し合うというようなことをしたほうが

いいのではないかと。年に３回のその調整会議で話すだけが、その区域の中での調整で

はないと思うんですね。ですから、もう少しそれを小さく分けた形での調整会議という

のを組み合わせてもいいんじゃないかというふうに思います。  

○猪口部会長 矢沢部長、どうぞ。  

○矢沢医療政策担当部長 大変恐縮ですが、年３回まではちょっとやる予定がなくて、す

みません、１回か２回かと。すみません。  

○猪口部会長 主催するのは東京都だとおっしゃっていて、その今の山口委員が言ったと

ころの、そのそれぞれ、東京、本当に医療機関も多いし、人口も多いということで考え

ると、行政も多いですよね。その下で、それぞれの区市町村レベルで、もし話し合うと

か、そういう部分に関しては、東京都は自主性を重んじるというようなスタンスなんで

しょうか。  

○矢沢医療政策担当部長 現時点では、自主性を重んじるスタンスです。やりなさいとい

う立場じゃないですね。やってみたらいかがでございましょうかとか、おやりになりま

せんかくらいは申し上げられるのかなと思いますけど、４７回全部に出張るのはちょっ

とどうかと思いますけど、どうでしょう。やったほうがいいですかね。  

○猪口部会長 山口委員はどうですか、ご意見は。  

○山口委員 そこは各医師会もありますので、そういうところで、それこそ、自主的にで

きるんじゃないかなというふうに思いますけど。  

○猪口部会長 深く地域医療構想をよく理解した委員がというような書きぶりがあったよ

うな気がするんだけど、その理解するというところのあれは、どういうふうに担保をす

る、例えば説明会を行うのか、もしくは自分で読んでこいというのか、その辺の思惑は、

あそこまで書いたんだから、何かあるんですか。  

○矢沢医療政策担当部長 一回でご理解いただけるとは思っておりませんが、まず、この

素案をつくらせていただいたところでございますので、区市町村のご担当の課長さん、

部長さんを対象に説明会は実施をさせていただきます。それから、その区市からのご希

望があれば、個別にご希望も伺いますし、内容も伺う予定でございます。それから、そ

の他の関係団体についても、もう一度、照会をかけさせていただく予定でございます。  

○猪口部会長 はい、ありがとうございます。丁寧にやっていただけたらなと思います。

よろしくお願いします。  

さあ、どうでしょう。多分結構意見が出て、この構想に対して、また事務局のほうで
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微調整が入ってというところだと思います。大きなものでなければ、多少のこういう書

き方のほうがいいんじゃないかぐらいのことは、ここの委員からの話はまだちょっとだ

け、一週間ぐらいは受けていただけますかね。  

○矢沢医療政策担当部長 はい。  

○猪口部会長 そうじゃないと、多少、これだけのボリュームですから、皆さん、心残り

があるのではないかなと思います。いきなり閉会にするというのには、ちょっとという

気持ちもあるのではないかと思いますので、それを受けていただけるということで、一

応この素案に対する議論を終わりたいかなと思いますが、よろしいでしょうか。  

（はい）  

○猪口部会長 では、矢沢部長、どうぞ。  

○矢沢医療政策担当部長 また同じ形で、じゃあ、メールでご意見いただくということで、

その最終調整は、猪口先生と、私ども事務局にお任せいただけるということが可能であ

れば、ご理解いただければ大変ありがたいのですが、いかがでございましょうか。  

○猪口部会長 よろしいですか。  

（異議なし）  

○猪口部会長 ありがとうございます。  

じゃあ、ということで、きょうはというんでしょうか、この策定部会、全１１回、そ

の他、いろいろな会がございましたけれども、これにて終了ということにしたいと思い

ます。  

皆さん、もう既に感じていることだろうとは思いますけれども、地域医療構想はつく

ったらおしまいというものではないことは非常にそのとおりで、これからが大事なとこ

ろだと思います。これをもとにして、多分河原副部会長がなさっている、それから、オ

ブザーバーできょういらしている橋本会長がなさっている、協議会長をなさっている地

域医療推進協議会のほうでいろいろ議論があって、そして、どんどん具体化されていく

んだろうと思いますが、また、最終的には、我々が、実行団体として皆さんが地域でい

ろいろやっている、我々がまたそれを実行させていくということになりますので、決し

てこれが終わりではないんですが、これをもとにして、新しい東京の医療、よりよい医

療が展開できるようになることを祈念して、私、本当に拙い座長でしたけれども、皆さ

んのご協力を得て、こうして終えることができたことに感謝申し上げます。本当に長い

間、どうもありがとうございました。  

（拍手）  

○猪口部会長 じゃあ、事務局に戻します。どうぞ。  

○宮澤地域医療構想担当課長 どうもありがとうございました。事務局のほうからも、一

言ご挨拶を申し上げたいと思います。西山部長、お願いいたします。  

○西山医療政策部長 医療政策部長の西山でございます。  

委員の皆様には、昨年の４月以降、大変お忙しい中、部会１１回、ご出席をいただき
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まして、さまざまなお立場、ご経験から、大変貴重な意見をいただきまして、まことに

ありがとうございます。  

２０２５年を見据えた地域医療構想の策定なんですけれども、国のガイドラインとい

うものがあったんですが、私どもも、初めはどういうふうに進めようかということで、

これまで試行錯誤を繰り返して、ようやくここまで進めてまいりました。ここまで来ら

れたのは、猪口部会長を初め委員の皆様のまさにご指導、ご協力があったことからだと

いうふうに思っております。  

本日の素案は、今後、保健医療計画の推進協議会に報告した後、医療法の所定の手続

を踏んで決定ということになりますけれども、今、猪口先生のお話にもありましたけれ

ども、これがゴールではなくて、これがスタートということになります。  

きょうの議論の中でも、具体的な方策ですとか、そういうところが少し見えづらいと

いうお話もあったんですけれども、まさに、今後の保健医療計画の改定ですとか、それ

から、毎年できます基金を活用して、これから具体的な施策を打っていくというところ

になりますので、都といたしましても、これから医療と介護の連携はもちろん、健康づ

くりですとか、住まい、教育の施策とも連動して、そしてその上で、都民、区市町村、

医療機関、医療関係団体、保険者の皆様のご協力を得て、進めてまいりたいと思います

ので、委員の皆様におかれましては、引き続き、都の保健医療施策にお力添えを賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。  

これまで、まことにありがとうございました。  

（拍手）  

○猪口部会長 じゃあ、これにて策定部会を終了します。どうもありがとうございました。  

（午後 ５時５６分 閉会）  

 

 

 

 


